「Kyoto City High Schools」のウェブサイトリニューアル業務委託に関する別紙

公募型プロポーザル実施要領
1. 目的
京都市立高等学校ホームページの利便性向上及び情報発信力強化を図るため、ウェブサイトの全面リニューアルを実施する。既存ホームページの現状として、セキュリティ面の脆弱性や各高校ホームページ（CMS）との内容重複といったコンテンツ面の課題を有している。本業務は、こうした状況の改善を図るとともに、京都市立高校９校の魅力や特色の情報発信をより分かりやすい形で行うため、専門的知見を有する事業者から提案を受け、最適な委託先を選定することを目的とする。
本事業における委託業務については、上記目的を達成することが必要であることから、企画提案公募により受託事業者を募集する。

2. 業務内容
（1） 業務名称：京都市立高等学校ホームページリニューアル業務 
（2） 業務内容：別紙仕様書のとおり
（3） 委託期間：契約締結日から令和8年3月31日まで（納品完了、デザイン、サイト　　　マップ、情報設計、主要コンテンツ実装）令和8年4月下旬～５月上旬　サイトオープン

3. 委託契約金額の上限
２,０00,000円（消費税及び地方消費税を含む）
上記金額には、本業務で作成するHPの制作、写真、イラスト等の手配、デザインに係る費用、その他委託業務の実施に係る全ての費用を含む。
なお、当該金額は企画提案のために設定した金額の上限額であり、契約金額ではない。

4. 参加資格
次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
（1） 京都市競争入札参加資格者であること。
（2） 公募開始から審査結果通知の日までの期間において京都市競争入札等取扱要綱に基づく競争入札参加停止措置を受けていないこと。
（3） 本件プロポーザルに参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者（以下、「代表者等」という。）が、本件プロポーザルに参加しようとする他の代表者 等と同一人でないこと。
（4） 本業務委託の仕様書を十分に理解し、業務委託を実施できる規模のスタッフを有し、業務委託を的確に遂行できること。

5. 参加申請
（1） 提出期限：令和8年1月２２日（木）午後５時まで
（2） 提出場所：京都市教育委員会 学校指導課 高校教育担当　吉岡
〒６０４－８５７１　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地　北庁舎７階
電話　０７５－２２１－３８１１　メール　sb782-yoshioka@edu.city.kyoto.jp

（3） 申請方法 必要書類を郵送又は直接持参すること。
なお、郵送（期限内必着・書留郵便に限る）の場合、その旨を電話又は電子メールにて連絡すること。
（4） 提出書類及び部数
	提出書類名
	部数

	参加申込書（第１号様式）
	１部

	貴社（貴団体）の概要がわかるもの（任意様式）
	７部

	業務実績調書（第２号様式）
	正本１部
副本７部



6. 質疑応答
（1） 質問対象者：本書及び仕様書等に対して質問できる者は、上記「４参加資格」を満たしている者とする
（2） 受付期間：令和8年1月１５日（木）午後５時まで 
（3） 質問方法：事務局まで電子メールにて質問票（第４号様式）を送付すること
（4） 回答方法：すべての質問及び回答については、教育委員会ホームページに掲載する
（令和８年１月２０日（火）予定）

7. 提案書提出
（1） 提出期限：令和8年１月２２日（木）

（2） 提出場所 ５（２）と同じ。
（3） 提出方法 ５（３）と同じ。
（4） 提出書類及び部数
	[bookmark: _Hlk188533933]提出書類名
	部数

	企画提案書（任意様式）
※別紙「仕様書」及び「企画提案書制作にあたっての留意事項」に基づいて作成すること。
	７部

	見積書（第３号様式）
	正本１部
副本７部

	HPの実績物（任意提供）
	



8. 留意事項
（1） 失格となる参加申込書及び企画提案書
参加申込書及び企画提案書が次の事項のいずれかに該当する場合には失格となることがある。なお、失格となった場合は、別途通知する。
(1) 提出期限、提出先、提出方法に適合しないもの。
(2) 指定の作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの。
(3) 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの。
(4) 虚偽の内容が記載されているもの。契約締結後に虚偽又は不正が判明した場合は契約を解除し、受託者は本市に対する損害賠償の責を負う。
(5) 参加要件を満たす根拠資料の提示が、指定された期日内に行われなかったもの。

（2） その他
(1) 提出された書類は返却しない。
(2) すべての提出書類の作成・提出に係る費用は、応募事業者の負担とする。
(3) 提出された企画提案書は、受託候補者の選定以外には、応募事業者に無断で使用しない。
(4) ただし、提案の内容については、今後の参考にすることがある。提出された書類は、受託候補者の選定を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがある。
(5) 提出期限以降における応募書類の差替及び再提出は、明らかな誤字脱字等があるときで、本市の承諾を得た場合のほかは認めない。

9. 受託候補者の選定方法
（1） 受託候補者の選定
(1) 応募事業者からの提出書類の内容に対し、下記（３）に掲げる審査項目について京都市教育委員会学校事務支援室及び学校指導課で構成する組織による審査及び評価を行い、評価点２１点を満たす第１順位の提案を行った者を受託候補者として選定するものとする。ただし、最高点の者が複数者いる場合は、提案金額の安価な者を受託候補者とする。
(2) 受託候補者は特別の理由がない限り、契約交渉の相手方に決定する。
(3) 審査は書類審査にて行う。必要に応じてヒアリングを実施する場合があるが、その場合には、参加者に別途通知する。
(4) このほか、評価点を満たした場合でも本業務の履行に支障があると認められる場合においては、受託候補者として選定しないことがある。
(5) 最優秀提案者の評価点が、２１点以下の場合は採択しない。
(6) 審査結果についての異議は受け付けない。
（2） 参加者が１者のみであっても、プロポーザルが成立することとし、審査・選定を行う
（3） 審査基準
	審 査 項 目
	審 査 内 容
	配 点

	会社概要・制作実績
	当該業務の受託事業者として、十分な実績を備えている。
	５点

	業務実施体制計画
	当該業務全体を無理なく、迅速、正確に遂行できる体制が確保されており、計画的な制作スケジュールが組まれている。
	５点

	企画提案内容       ①（企画力）
	HPを作成するにあたり企画力を有している。
	５点

	企画提案内容
②（デザイン）
	HPを作成するにあたりデザイン力を有し、利用者に対するウェブアクセシビリティを確保している。
（本業務の実施に当たっては日本工業規格 JIS　X8341-3:2016の適合レベルＡＡに準拠することを要件とする。）
	５点

	企画提案内容       ③（制作方針）
	本事業の趣旨や目的を理解したうえで、制作されている。
	５点

	企画提案内容       ④（システム設計）
	仕様書に記載の非機能要件(運用、保守、信頼性等の要件)を満たすよう設計されている。
	５点

	費用見積額
	適切な見積金額が設定されている。
	５点

	合計
	３５点




	評 価
	評 価 点
	評 価 の 目 安

	非常に
優れている
	５点
	要求水準を超える高い効果と認められる提案が具体的になされている。
業務の実施方法等の記述が具体的で説得力が極めて高い。
市が加点要素として想定している具体的な記述が際立って多くある。

	優れている
	４点
	要求水準を超える一般的な効果と認められる提案が具体的になされている。
業務の実施方法等の記述が具体的で説得力が高い。
市が加点要素として想定している具体的な記述が多くある。

	普通
	３点
	要求水準を満たしており、提案が具体的になされている。
業務の実施方法等の記述が具体的である。
市が加点要素として想定している具体的な記述が一定認められる。

	やや劣る
	２点
	普通と劣るの中間程度と評価されるもの。

	劣る
	１点
	要求水準を満たしているが、それ以上の評価要素がない。



（4） 審査は、以下の委員が行う。
【審査委員】
京都市教育委員会学校指導課長（高校教育）
京都市教育委員会総務部学校事務支援室担当課長
京都市教育委員会学校指導課係長（選抜）
京都市教育委員会学校指導課指導主事

（5） 審査結果について
令和8年2月１９日（木）以降に、提案者全員に書面により通知するとともに、各提案者の名称及び評価結果を京都市教育委員会ホームページに公表する。

10. 委託予定先の選定
審査の結果、選定された受託候補者については、業務内容等の条件についての確認を行った後、「委託予定先」として位置づける。 正式な契約締結は、令和8年２月下旬までに行う。 また、候補者と業務内容等の条件について、合意に達しない場合は、候補者に次いで評価の高かったものを候補者とする。

11. 契約に関する基本事項
受託候補者との契約においては、次の事項を基本とする。
（1） 契約金額 契約金額は、受託候補者の提示価格に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。 
（2） 契約内容 契約内容は、仕様書、提案内容に基づき、受託候補者と協議のうえ決定する。ただし、提案内容は実現を確約したものとみなす。
（3） 契約期間 契約日から令和8年3月31日までとする。
（4） 再委託について 受託事業者は、本業務の履行を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、本市が承認した場合はその限りでない。

12. その他重要事項
（1） 本業務の受託によって、本件に関連する業務等を優先的に受託できることはない。また、関連する業務の受託資格に影響を及ぼすこともない。 
（2） 本業務の実施にあたり関係法令を遵守すること。
（3） 本業務の実施において知り得た情報を無断で第三者に遺漏してはならない。 （４）本業務の実施に当たり、安全管理に万全を期すこと。 
（4） 本事業に係る監査が行われる場合は、必ず協力・対応すること。

13. 契約事項
契約は京都市契約規則に基づき締結する。再委託は原則禁止。

10. スケジュール（予定）

1. 令和8年1月8日（木）　公募開始 
2. 令和8年1月１５日（木）　質疑応答締切
3. 令和8年1月２２日（木）　参加申請締切 
4. 令和8年2月５日（木）　提案書提出締切 
5. 令和8年2月１９日（木）　審査・選定 
6. 令和8年2月下旬　契約締結 
7. [bookmark: _Hlk217550313]令和8年3月31日　納品
8. 令和8年５月下旬ごろ　サイトオープン

11. 問合せ先
京都市教育委員会 学校指導課 吉岡
〒６０４－８５７１　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地　北庁舎７階
電話：075-222-3811 
メール：sb782-yoshioka@edu.city.kyoto.jp
